
で
す
。

こ
の
襲

撃
で
、

宮
部
鼎

蔵
・
松

田
重
助

ら
は
斬

殺
さ
れ
、
元
右
衛
門
は
「
短
刀
を
執

て
格
闘
」、「
殊
に
近
藤
勇
来
り
戦
ふ

（
中
略
）
互
に
鎬し
の
ぎを
削
り
」、
重
傷
を

負
わ
せ
て
、
包
囲
を
脱
出
し
て
い
ま

す
。

　

ま
た
髙
木
元
右
衛
門
は
、
七
月

十
九
日「
禁
門
の
変
」が
始
ま
る
と
、

長
州
藩
の
先
鋒
と
し
て
「
銃
丸
雨
の

如
く
迸
ほ
と
ば
しる
」
中
、「
双
刀
を
揮は
ら

ひ
」、

会
津
藩
兵
が
固
め
る
禁
門
に
突
入
。

飛
弾
は
、
元
右
衛
門
の
隔
（
胸
部
と

腹
部
の
間
）
や
股
を
貫
通
し
、
奮
戦

む
な
し
く
壮
絶
な
最さ
い
ご期
を
遂
げ
ま
し

た
。
会
津
藩
兵
は
、
そ
の
勇
猛
さ
に

感
じ
入
り
、「
首
級
を
挙
げ
ざ
り
し
」

と
い
わ
れ
ま
す
。
辞
世
の
歌
は
、「
屍

を
ば
都
の
苔こ
け
に
埋
め
置
き
て
我
大
君

の
守
り
と
や
せ
む
」
と
い
う
も
の
で

し
た
。（『
肥
後
先
哲
遺
蹟
』続
編・『
菊

池
郡
誌
』）

（
文
責
）
社
会
教
育
指
導
員堤　

　
克
彦

　

人
事
院
九
州
事
務
局
と
熊
本
国
税

局
で
は
、国
家
公
務
員
採
用III

種（
税

務
）
試
験
の
受
験
者
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

受
験
資
格　

昭
和
62
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
３
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
で
、
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
。

試
験
の
程
度　

高
校
卒
業
程
度

申
込
書
の
受
付
期
間

　

６
月
24
日
（
火
）
〜
７
月
１
日
（
火
）

（
通
信
日
付
印
有
効
）

第
一
次
試
験　

９
月
７
日
（
日
）

申
込
用
紙　

人
事
院
九
州
事
務
局
、

熊
本
国
税
局
ま
た
は
最
寄
り
の
税
務

署
に
備
え
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

•
人
事
院
九
州
事
務
局

　

☎
０
９
２
（
４
３
１
）
７
７
３
３

•
熊
本
国
税
局
人
事
第
二
課

　

☎
０
９
６
（
３
５
４
）
６
１
７
１

•
菊
池
税
務
署
総
務
課

　

☎
（
25
）
２
１
２
１

INFORMATION

国
家
公
務
員
採
用
Ⅲ
種

（
税
務
）試
験
受
験
者
募
集

　

代
々
笛
師
の
髙
木
家
に
、
幕
末

高
木
元
右
衛
門
（
一
八
三
三
〜

一
八
六
四
）
が
輩
出
し
ま
す
。
元
右

衛
門
は
、
深
川
村
に
生
ま
れ
、
少
年

時
代
か
ら「
不ふ

羈き

」「
気
を
負
ひ
任
侠
」

「
軀く
か
ん幹
強
壮
」
で
、
武
技
、
特
に
剣

槍
の
術
に
優
れ
、
そ
の
名
声
は
肥
後

藩
中
に
響
い
て
い
ま
し
た
。

　

尊
攘
の
志
が
厚
く
、
文
久
二

（
一
八
六
二
）
年
の
冬
、
細
川
護も
り

美よ
し

の
禁
門
警
備
に
従
っ
て
上
洛
、
翌
三

年
五
月
に
は
肥
後
藩
選
出
の
親
兵
と

な
り
、
八
月
十
八
日
の
政
変
で
は
、

長
州
に
都
落
ち
す
る
三
条
実さ
ね
美と
み
ら
七

卿
を
護
衛
す
る
た
め
、
小
坂
雄
宗
・

加
屋
時
雄
ら
と
と
も
に
脱
藩
し
て
い

ま
す
。
そ
の
後
、
三
条
実
美
の
命
に

よ
り
深
川
策
助
と
変
名
し
て
、
上
方

に
潜
行
、
情
勢
の
探
索
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

髙
木
元
右
衛
門
を
有
名
な
ら
し

め
た
の
は
、
京
都
で
の
元
治
元

（
一
八
六
四
）
年
六
月
の
「
池
田
屋

事
件
」
の
奮
戦
と
七
月
の
「
禁
門

（
蛤は
ま
ぐ
り
ご
も
ん

御
門
）
の
変
」
の
果
敢
な
戦
死

で
し
た
。

　

池
田
屋
事
件
と
は
、
近こ
ん
ど
う
い
さ
み

藤
勇
・

土ひ
じ
か
た方
歳と
し
ぞ
う三
ら
の
率
い
る
新
撰
組
が
、

池
田
屋
に
会
合
し
た
長
州
・
土
佐
・

肥
後
藩
の
尊
攘
派
を
襲
撃
し
た
事
件

文
教
菊
池
の
人
々
（
江
戸
期
の
人
物
篇
）

シ
リ
ー
ズ
㉓

　

１
９
８
４
（
明
治
27
）
年
、
日

清
戦
争
。
１
９
０
４
（
明
治
37
）

年
、
日
露
戦
争
、
日
本
海
海
戦
。

１
９
３
１
（
昭
和
６
）
年
、
満
州
事

変
。
１
９
３
７
年
７
月
、
北
京
の
近

く
で
日
本
軍
と
中
国
軍
が
衝
突
し
た

の
を
き
っ
か
け
に
日
中
戦
争
が
始
ま

る
。
１
９
３
９
年
、
第
二
次
世
界
大

戦
。
１
９
４
１
年
12
月
８
日
、
日
本

が
ア
メ
リ
カ
の
海
軍
基
地
（
ハ
ワ
イ

の
真
珠
湾
）
を
攻
撃
、
太
平
洋
戦
争

が
始
ま
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
明
治
時
代
か
ら
数

え
て
も
た
く
さ
ん
の
戦
争
が
お
こ
っ

て
い
る
。
戦
争
は
、
罪
も
な
い
人
を

何
万
人
も
何
千
万
人
も
の
人
達
を
一

度
に
殺
し
て
し
ま
っ
た
り
、
兵
士
が

飢
え
や
病
気
で
亡
く
な
っ
た
り
す
る
。

た
く
さ
ん
の
人
々
を
殺
し
て
ま
で
土

地
と
資
源
を
求
め
る
。
た
し
か
に
土

地
も
資
源
も
産
業
発
達
の
た
め
に
は

必
要
だ
。
で
も
、
人
間
の
命
を
奪
っ

て
ま
で
は
必
要
な
い
と
、
私
は
思
う
。

強
力
な
爆
弾
が
で
き
れ
ば
さ
ら
に
強

い
威
力
の
爆
弾
を
開
発
し
て
い
く
の

は
お
ろ
か
な
行
為
だ
と
思
っ
た
。

　

戦
争
は
、
土
地
や
資
源
が
欲
し
い
、

な
ど
の
理
由
で
人
の
生
き
る
権
利
を

奪
う
。
お
そ
ろ
し
い
も
の
だ
。
人
は

み
ん
な
一
人
ひ
と
り
に
人
権
が
あ
る
。

人
は
決
し
て
そ
れ
を
奪
っ
て
は
い
け

な
い
の
だ
。

　

私
は
、
熊
本
県
子
ど
も
人
権
集
会

に
参
加
し
た
。
い
じ
め
や
差
別
を
受

け
た
人
達
が
自
分
の
体
験
を
く
わ
し

く
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
私
は
、
発

表
を
聞
い
て
い
る
間
に
、「
こ
の
人

も
こ
ん
な
思
い
で
、
思
い
出
し
た
く

な
い
だ
ろ
う
な
」
と
思
う
よ
う
に

な
っ
た
。
で
も
、
後
で
考
え
る
と
、

思
い
出
し
て
、
み
ん
な
に
伝
え
な
け

れ
ば
、
い
じ
め
の
つ
ら
さ
や
差
別
の

お
か
し
さ
な
ど
が
分
か
っ
て
も
ら
え

な
い
か
ら
だ
と
思
っ
た
。
い
じ
め
や

差
別
を
す
る
こ
と
は
、
人
の
人
権
を

傷
つ
け
る
こ
と
だ
と
思
う
。

　

強
い
者
が
弱
い
者
を
い
じ
め
る
。

こ
の
こ
と
を
大
き
な
こ
と
で
考
え
る

と
、
強
い
国
が
弱
い
国
に
あ
る
土
地

や
資
源
を
奪
お
う
と
す
る
戦
争
と
同

じ
こ
と
だ
と
私
は
思
う
。
人
間
一
人

ひ
と
り
に
あ
た
え
ら
れ
た
、
た
っ
た

一
つ
だ
け
の
大
切
な
命
と
人
権
、
大

事
に
大
切
に
し
て
い
こ
う
と
思
っ
た
。

髙た

か

ぎ木
元も

と

う

え

も

ん

右
衛
門（
直
久
）

新
撰
組
の
近
藤
勇
を
斬
っ
た
男

人
権
同
和
教
育
シ
リ
ー
ズ

戦
争
と
平
和水源

小　

渡
辺
智
美

（
平
成
19
年
度
卒
） 37

髙木元右衛門文書と認識章・袋入れ

●市県民税第１期
※口座振替を利用している人
は、６月 25日（水）に振替
を行いますので、残高の確
認をお願いします。

6月の「税」の
納期限

問い合わせ先　税務課

　昭和 23 年に政令に基づいて人権擁護委員制度が設けられ、翌

24年６月１日に人権擁護委員法が施行されました。これにより、

地域住民の中にあって国民の基本的人権を擁護する機関である「人

権擁護委員制度」が誕生しました。

　人権は、人が人として幸福な人生を送る上で最も大切な権利です。

自分だけでなく、すべての人の人権が尊重されなければなりません。

　人々がお互いに人権を守ることによって明るい社会をつくること

が、私たちの願いです。

　現在、菊池市には市長から推薦されて、法務大臣が委嘱した 14

人の人権擁護委員が活動しています。

問い合わせ先

•人権啓発課

•七城総合支所

　総務振興課

•旭志総合支所

　総務振興課

•泗水総合支所

　総務振興課

菊　池

旭　志

人権擁護委員制度をご存じですか 
～６月１日は「人権擁護委員法」が施行された日です～

　相談は無料で秘密は守られます。

お気軽にご相談ください。

と　き　６月５日（木）
　　　　午前 10時～午後３時

ところ
•菊池市中央公民館

•七城多目的研修センター

•旭志公民館（多目的研修センター）

•泗水地域福祉センター

特設相談日

赤星 1093
☎（25）3792

星野　彰子
木柑子 439
☎（24）3178

豊間 197‐1
☎（24）1465

四町分 3430
☎（27）0224

袈裟尾 1063
☎（24）0630

城　眞千代谷　　民夫高山　和子岩﨑　義郎

旭志川辺 517
☎（37）3454

三池　和博

七城町蘇崎 163‐1
☎（26）3135

七城町新古閑 539
☎（24）3610

泗水町永 3376
☎（38）3085

泗水町吉富 1932‐1
☎（38）4362

泗水町田島 1924
☎（38）3212

野村　賢一三浦　京子吉井　紘正

佐々　龍一緒方　宣治
七城町水次 1395
☎（24）3356

泉　喜美代

七　城

旭志新明 2244‐3
☎（37）2086

旭志麓 2525
☎（37）2874

工藤　鐵雄松永とし子

泗　水

旭　志
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